
 

議 案 第 １ ２ ５ 号  

 

 

伊 丹 市 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い

て  

 

 

伊 丹 市 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す

る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） に 基 づ き ， 職 員 の 高

齢 者 部 分 休 業 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る た め 。  

 

議１２５



 

伊 丹 市 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 伊

丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ６ 条 の ３ の 規 定 に 基 づ き ， 職 員 の 高 齢

者 部 分 休 業 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 等 ）  

第 ２ 条  任 命 権 者 は ， 当 該 職 員 の １ 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 の

２ 分 の １ を 超 え な い 範 囲 内 で ， １ ５ 分 を 単 位 と し て 高 齢 者 部 分 休

業 を 承 認 す る こ と が で き る 。  

２  法 第 ２ ６ 条 の ３ 第 １ 項 の 高 年 齢 と し て 条 例 で 定 め る 年 齢 は ， ６

０ 歳 と す る 。  

３  任 命 権 者 は ， 職 員 が 前 項 に 規 定 す る 年 齢 に 達 し た 日 の 属 す る 年

度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 以 後 の 日 か ら ， 当 該 職 員 に 係 る 高 齢 者 部 分

休 業 を 承 認 す る こ と が で き る 。  

４  高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は ， 任 命 権 者 に 対

し ， 高 齢 者 部 分 休 業 を し よ う と す る 期 間 の 初 日 及 び 末 日 並 び に 高

齢 者 部 分 休 業 を し よ う と す る 曜 日 及 び 時 間 帯 を 明 ら か に し て 申 請

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 高 齢 者 部 分 休 業 取 得 中 の 給 与 ）  

第 ３ 条  職 員 が 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 場 合 に は ，

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ ３ ８ 号 ）

第 １ ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， そ の 勤 務 し な い １ 時 間 に つ き ， 同

条 例 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し て 給

与 を 支 給 す る 。  

（ 退 職 手 当 の 取 扱 い ）  

第 ４ 条  高 齢 者 部 分 休 業 を し た 職 員 に 対 す る 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支

給 条 例 （ 昭 和 ２ ７ 年 条 例 第 ２ ３ ７ 号 ） 第 ５ 条 の ９ 第 １ 項 及 び 第 ９

条 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 高 齢 者 部 分 休 業 を し た 期 間 は ，

同 条 例 第 ５ 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 現 実 に 職 務 に 従 事 す る こ と を

議１２５-２



 

要 し な い 期 間 に 該 当 す る も の と み な す 。  

（ 承 認 の 取 消 し 又 は 休 業 時 間 の 短 縮 ）  

第 ５ 条  任 命 権 者 は ， 高 齢 者 部 分 休 業 を し て い る 職 員 の 業 務 を 処 理

す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と が 著 し く 困 難 と な っ た 場 合 で 当 該 職

員 の 同 意 を 得 た と き は ， 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 取 り 消 し ， 又 は

休 業 時 間 （ 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け た １ 週 間 当 た り の 勤 務 し

な い 時 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 短 縮 す る こ と が で き る 。  

（ 休 業 時 間 等 の 変 更 ）  

第 ６ 条  任 命 権 者 は ， 既 に 高 齢 者 部 分 休 業 を し て い る 職 員 か ら 高 齢  

者 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け た 期 間 及 び 休 業 時 間 （ 以 下 「 休 業 時 間 等 」  

と い う 。 ） の 変 更 の 申 出 が あ っ た 場 合 で 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い

と 認 め る と き は ， 当 該 職 員 に 係 る 休 業 時 間 等 の 変 更 を 承 認 す る こ

と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 伊 丹 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  伊 丹 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 伊

丹 市 条 例 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ４ 条 第 ３ 項 中 第 ２ 号 を 第 ３ 号 と し ， 第 １ 号 を 第 ２ 号 と し ， 同

項 に 第 １ 号 と し て 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 ⑴  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 第 ２ ６ 条 の ３ 第

１ 項 の 規 定 に よ る 承 認  

 （ 伊 丹 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 ）  

３  伊 丹 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４

２ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

議１２５-３



 

第 １ ７ 条 第 ２ 項 中 「 ま た は 介 護 時 間 （ 職 員 」 を 「 ， 介 護 時 間 （  

当 該 職 員 」 に 改 め ， 「 に つ き 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め

ら れ る 場 合 に お け る 休 暇 を い う 。 ） 」 の 右 に 「 ま た は 高 齢 者 部 分

休 業 （ 当 該 職 員 が ６ ０ 歳 に 達 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月

１ 日 以 後 の 日 か ら 当 該 職 員 に 係 る 定 年 退 職 日 （ 伊 丹 市 職 員 の 定 年

等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ ０ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

す る 定 年 退 職 日 を い う 。 ） ま で の 期 間 中 ， １ 週 間 の 勤 務 時 間 の 一

部 （ 当 該 職 員 の １ 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 の ２ 分 の １ を 超 え

な い 範 囲 内 に 限 る 。 ） に つ い て 勤 務 し な い こ と を い う 。 ） 」 を 加

え る 。  

 

 

議１２５-４＊




